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特定看護師（仮称）業務試行事業（案）について 

 

１．事業の目的  

○ チーム医療の推進に関する検討会報告書（平成 22 年 3 月 19 日取りまとめ）

において、特定看護師（仮称）の業務範囲や要件については、医療現場や養成

現場の関係者等の協力を得て、専門的・実証的な調査・検討を行った上で決定

する必要があると提言された。 

○ 本事業は、当該報告書の提言を受け、「特定看護師（仮称）養成 調査試行事

業実施課程（修士・研修）」を修了した看護師及びその従事施設等に幅広く協力

を得て先導的な試行を実施し、当該看護師の活用状況や業務の実施状況等に関

する情報を収集するものである。 

○ なお、本事業は、特定看護師（仮称）の業務範囲や要件等を検討する際に必

要となる情報や実証的なデータを収集することを目的として実施するものであ

り、本事業の対象看護師について、今後、特定看護師（仮称）として認められ

ることを保証するものではない。 

２．事業内容  

○ チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループにおいては、「特定

看護師（仮称）養成 調査試行事業実施課程（修士・研修）」を修了した看護師

が従事する施設を「特定看護師（仮称）業務試行事業実施施設」（以下「指定施

設」という。）に指定する。指定施設は、当該看護師の活用状況や業務の実施状

況等に関する情報について、当該ワーキンググループに報告する。 

○ 業務の実施に係る試行は、各看護師が「特定看護師（仮称）養成 調査試行事

業実施課程（修士・研修）」において修得した業務・行為を対象として行う。 

※ 本事業は、「特定看護師（仮称）」という新たな枠組みの構築に向け、法制化を視野に入

れつつ、特定看護師（仮称）の業務範囲や当該業務・行為を安全に実施するために必要な

カリキュラムの内容等を実証的に検討するに当たり、厚生労働省の関与の下、一定の期間、

検討に必要な情報・データを収集する目的で実施するものである。このような本事業の趣

旨にかんがみ、本事業の実施施設において、十分な安全管理体制を整備していること等を

条件に「診療の補助」の範囲に含まれているかどうか不明確な行為について実施して差し

支えないこととする。 
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３．実施方法  

（１）実施期間と方法 

○ 「特定看護師（仮称）業務試行事業実施施設」の指定に係る申請期間は、平

成23年○月○日から○月○日までとする。なお、事業の実施状況等によっては、

平成 23 年○月○日以降も追加の申請を受け付けることとする。 

○ 「特定看護師（仮称）業務試行事業実施施設」の指定申請のあった施設につ

いては、順次、「（３）指定基準」に照らし、書面によって内容を確認し、「特定

看護師（仮称）業務試行事業実施施設」に指定することとする。 

○ 事業の実施期間は、当面、平成 24 年 3 月までとする。なお、事業の実施状況

等によっては、平成 24年 4月以降も継続して募集・実施することとする。 

○ 事業の事務手続の窓口は、厚生労働省医政局看護課看護サービス推進室とす

る。 

（２）指定申請書類 

○ 以下の書類を提出すること。 

①「特定看護師（仮称）業務試行事業実施施設」申請書 

② 実施施設概要 

（３）指定基準 

○ 「特定看護師（仮称）養成 調査試行事業実施課程（修士・研修）」を修了し

た看護師を雇用していること。（看護師の雇用形態（常勤・非常勤等）は問わな

い。） 

○ 医療福祉施設（病院、診療所、訪問看護事業所、介護関係施設等）であるこ

と。 

○ 本事業の実施に係る管理責任者を選定していること。 

○ 本事業の実施に当たり、以下のとおり、安全管理体制を整備していること。（訪

問看護事業所や介護関係施設等、自施設において体制を整備することが困難で

ある場合には、他の医療機関と連携して体制を整備することとして差し支えな

いこと。） 

① 本事業の実施に係る安全管理に係る組織（施設の管理者及び関係各部門の
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責任者等による構成とし、②の担当医を含むこと。）の設置及び定期的な開催 

② 適切な指導等により試行の安全性を確保する担当医の選定（臨床研修指導

医と同程度以上の経験があることが望ましい。） 

③ 本事業において試行の対象とする業務・行為に係るプロトコールの整備（患

者又はその家族に対する説明・相談に係る体制の整備を含む。） 

④ 医療事故発生時の対応に係る基準及び院内報告制度等の整備 

○ 看護師に対して教育・研修を行った「特定看護師（仮称）養成 調査試行事業

実施課程（修士・研修）」と連携体制（事業の実施状況に関する定期的な情報共

有等）を整備していること。 

（４）報告書類 

○ 指定施設は、本事業の実施状況（例えば、業務・行為の実施状況、安全面の

課題、指導者や他職種からの評価、インシデント・アクシデントの状況、配置

部署・勤務体制等）について、本事業の中間時（７月末・１１月末）及び終了

時に報告書を提出すること。 

○ 指定施設と連携する「特定看護師（仮称）養成 調査試行事業実施課程（修士・

研修）」は、指定施設から提供された情報を踏まえ、自課程の内容について自己

評価を行い、本事業の中間時（７月末・１１月末）及び終了時に報告書を提出

すること。 

○ 指定施設は、チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループの求

めに応じて、必要な資料を提出すること。 

 

 


